
読書バリアフリーに係る通知、事務連絡一覧 

 

（１）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画について （通知） 

発出日：令和２年７月 14日（文部科学省、厚生労働省） 

発出先：都道府県・指定都市、都道府県・指定都市教育委員会、国公私立大学等 

内容：読書バリアフリー基本計画の概要、施策の方向性や、地方公共団体は計画を策定し関連施策の

推進に努めること、関係者相互の連携及び協働が必要であること等について周知した。 

掲載 URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00863.html 

 

（２）視覚障害者等の読書環境の整備の推進における留意事項について（事務連絡） 

発出日：令和３年１月 22日（文部科学省、厚生労働省） 

発出先：都道府県・指定都市・中核市担当課 

内容：地方公共団体の計画策定における留意事項、施策の方向性の勘案事項や、障害者基本計画等既

存の計画において読書バリアフリー項目の拡充も想定されること等について周知した。 

掲載 URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01134.html 

 

（３）読書バリアフリー法を踏まえた障害福祉関連施策の推進について（通知） 

発出日：令和３年３月 29日（厚生労働省） 

発出先：都道府県・指定都市・中核市民生主管部（局） 

内容：読書バリアフリー法を踏まえた障害福祉関連施策の推進を図るため、関連施策の実施に係る留

意事項や関連施策を活用いただくよう周知した。 

掲載 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sanka/bunka_00003.html  

 

（４）読書バリアフリーに関する取組事例について（事務連絡） 

発出日：令和３年３月 29日（文部科学省） 

発出先：都道府県・指定都市図書館担当課 

内容：公共図書館における読書バリアフリーに関する取組事例、少年院における点訳絵本の製作・寄

贈の取組等について周知した。 

掲載 URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01461.html 

 

（５）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）に係るリーフレットの

周知の依頼について（事務連絡） 

発出日：令和３年４月 13日（文部科学省、厚生労働省） 

発出先：都道府県・指定都市 基本計画策定担当課 

内容：読書バリアフリー法に係るリーフレットについて紹介し、障害児・者やその家族に活用いただ

くよう周知を依頼した。また、読書バリアフリーに係るフォーラムについて周知した。 

掲載 URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01461.html 
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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定状況

※ 各地方公共団体からの調査回答をもとに、文部科学省 総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室において作成。

調査対象：都道府県、指定都市、中核市（計127、回答率100%） 調査時点：令和３年２月１日現在

１．（１）読書バリアフリー法に定められた計画の策定状況（努力義務）

（２）読書バリアフリー法に定められた計画の策定時期【（１）で２.または３.と回答した場合】

２．（１）連絡会等の開催状況

３．（１）外部の関係者を含めた会議の開催状況

（２）連絡会等の開催時期【（１）で２.と回答した場合】

（２）外部の関係者を含めた会議の開催時期【（１）で２.と回答した場合】

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．令和２年度 5 1 0 6
２．令和３年度 6 1 3 10
３．令和４年度 3 0 0 3
４．令和５年度以降 2 1 2 5
５．具体的な時期は未定である 10 5 12 27

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．既に開催している 13 3 0 16
２．開催に向けて準備・検討中である 16 6 8 30
３．開催する予定はない（未定も含む） 18 11 52 81

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．令和２年度 1 1 1 3
２．令和３年度以降 10 0 3 13
３．具体的な開催時期は未定である 5 5 4 14

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．既に開催している 5 2 0 7
２．開催に向けて準備・検討中である 15 5 8 28
３．開催する予定はない（未定も含む） 27 13 52 92

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．令和２年度 1 0 0 1
２．令和３年度 6 1 5 12
３．令和４年度 2 0 0 2
４．令和５年度以降 1 0 1 2
５．具体的な時期は未定である 5 4 2 11

回答 都道府県 指定都市 中核市 合計
１．既に策定している 0 0 0 0
２．現在策定作業中である 7 北海道、埼玉県、愛知県、大阪府、

鳥取県、徳島県、佐賀県 1 2 高松市、長崎市 10
３．策定に向けて検討中である 19 7 15 41
４．策定する予定はない（未定も含む） 21 12 43 76
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趣 旨

図書館における障害者利用の促進

趣 旨：
令和元年６月に成立した「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリー法）は、障害の有無に
かかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的
としている。また、読書バリアフリー法に基づき、令和２年７月に決定された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す
る基本的な計画」（読書バリアフリー基本計画）では、具体的な施策として、視覚障害者等の円滑な利用のための支援の充実、
司書、司書教諭・学校司書等の資質向上、組織の枠を超えた取組や関係者間で連携した取組が行える体制構築などが具体的な
施策としてあげられている。
このため、先導的な読書バリアフリーに関する研修や関係者が連携した取組を支援するとともに、これらの取組の成果を全
国に普及することにより、地域の実情を踏まえた効果的な読書バリアフリーの取組を推進する。

令和３年度要求額 １７百万円
（１７百万円）

１．障害者サービス検討委員会の設置等 ８，５８７千円

２．司書・職員等の支援人材、ピアサポート人材の育成 １，８３８千円

事業内容

視覚障害者等の図書館利用に係るサービスの充実を図るため、有識者、自
治体、公立図書館、学校図書館、大学図書館等の関係者で構成される委員
会を設置し、振興方策の検討を行うとともに、実態調査や事例の収集等を行う
。

司書、司書教諭・学校司書、職員、ボランティアが障害者サービスの内容を
理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支援機器（拡大読書器、
DAISY再生機など）の使用方法に習熟するための研修等を行う。また、障害当
事者でピアサポートができる司書・職員の育成や環境の整備を行う。【２箇所】

３．読書バリアフリーコンソーシアムの設置等 ６，０７８千円
公立図書館、点字図書館、学校図書館、大学図書館等によるコンソーシア

ムを構築することにより、各館の資源の共有や人材の交流等を図るとともに、
図書館を利用する視覚障害者等の増加を目的とした広報の強化を図る。また
、これらの成果の普及及び読書バリアフリーの理解促進を目的としたフォーラ
ムを開催する。【２箇所】

成果の普及：①研修のプログラム・教材について文部科学省及び関係団体等のホームページで公開する。
②地域において構築されたコンソーシアムの成果をフォーラム等で発信するとともに、ネットワークが恒常的な
ものとなるよう多様な資金調達の方法等を検討する。
（例：図書館基金の設立、ファンドレイザーの配置、ふるさと納税の活用等）

【対象者・事業種別等】

１ 国 （本省直轄事業）
２．３ 国 → 地方公共団体・民間団体

（委託事業）

図書館における障害者利用の促進
令和3年度予算額 １７百万円

(前年度予算額 １７百万円)
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大学等で製作した視覚障害者等用データのメタデータ（所在情報等）を登録・共有する
システムを国立情報学研究所（NII）において構築。
同システムにより、視覚障害者等用データが大学等の間で活用されることを期待。

読書バリアフリー法対応メタデータ共有システム（イメージ）

２

データ
提供依頼

データ提供

（B大学所属）
視覚障害者等

B大学
図書館

提供

依頼

視覚障害者等用データ
のメタデータ（所在情
報等）を登録

A大学
図書館

メタデータ
検索

（大学に所属していない）
視覚障害者等

最寄りの
公共図書館等

依頼

依頼 提供

提供

メタデータ
検索

メタデータ
検索

メタデータ検索読書バリアフリー法対応
メタデータ共有システム

（仮）
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設 置 数 ７７施設（令和２年４月１日時点） ※うち公立５０ヶ所、私立２７ヶ所

事業内容

・無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物など視覚障害者が利用
するものを製作する。

・点訳（文字を点字に訳すことをいう。）等を行う者の養成･派遣、点字刊行物等の普
及促進、視覚障害者に対する情報機器の貸し出し、視覚障害に関する相談等を行う。

根 拠 法 身体障害者福祉法第３４条

設備基準
・閲覧室、録音室、印刷室、聴読室、発送室、書庫、研修室、相談室、事務室を設け
る他、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の利用に必要な機械器具

人員基準
・施設長１、司書１以上、点字指導員１以上、貸出閲覧員又は情報支援員１以上、
校正員又は音声訳指導員１以上の他、その他運営に必要な職員

費用負担
・身体障害者保護費負担金により、国１／２を負担。
・令和３年度予算額 19.8億円（聴覚障害者情報提供施設分も含む）

○ 点字図書館においては、点字刊行物や視覚障害者用の録音物の製作や貸出のほか、情報機器の貸出、

視覚障害者に関する相談等に係る事業及び点字刊行物の出版に係る事業を実施しており、その運営に要す

る費用を国が負担している。

点字図書館の概要

事業内容、設置基準等

9

hiroyuki-shibasaki
テキスト ボックス
別添資料６-１



点字図書館等におけるアクセシブルな書籍等の提供体制及び製作状況に関する調査研究

実施年度 令和３年度

事業内容

・ 点字図書館や公共図書館等における①アクセシブルな図書等の製作とサービス提供の状況、②ボランティ
ア等製作人材の育成・活動状況、③視覚障害者等の利用状況、④ＩＣＴ機器の情報提供や利用支援の状況等
を調査する。

・ 点字図書館と障害者サービスを行っている公共図書館と点字出版施設等、約５００ヶ所にアンケート調査
を行うとともに、一律のアンケート調査が難しい特別支援学校の図書館や大学図書館、視覚障害以外の読書
困難者等についてはヒアリング調査を行う。

※ アンケートとヒアリング調査の設計、及び集計結果の評価については、社会調査や図書館、障害者教育の
専門家と、読書バリアフリー協議会関係者の参加を仰ぐ。

狙いとする事業の成果

・ 国内の点字図書館や公共図書館等を中心とするアクセシブルな書籍等の製作・利用・支援状況を明らかに
し、分析することによって、国内の読書バリアフリー環境の向上を図る。

・ 調査結果と分析・提言を、調査報告書やインターネットで公表することにより、視覚障害者等の読書バリ
アフリーについて、公共図書館等関係機関と一般社会の認識が深められることを目指す。

実施主体 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 ※ 厚生労働省補助事業
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点字図書館における視覚以外の障害種別の受入について

○ 特に行っていない。

○ 活字読書困難者の障害種として「学習障害」が想定されるので、「学習障害」とはどのような障害か、外部の
研修に参加した。

○ 円滑な受け入れ体制が整っているか（受付の際、視覚障害者以外の方を排除することのないよう）、ミーティ
ングにおいて確認を行った。

○ 視覚障害者以外の読書困難者の理解やサービス例について、日本図書館協会の全国大会（障害者サービ
ス分科会）への参加やその他先進事例を調査し、どのように視覚障害者以外にサービスを提供するか検討。
登録・貸出などの規定制定・必要機器購入等の事前準備、具体的な業務手順等についての職員研修等を実施。

各点字図書館における事前準備の状況

【既に視覚障害以外の障害種別を受け入れている主な点字図書館】

※ 各地方自治体への聞き取り調査の回答をもとに、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室において作成。

○ 障害種別に関わらず、利用登録者に対して同様のサービスを提供することとしており、特定の障害に特化し
た支援は特にない。

○ 視覚障害者のみに行っている支援として、対面読書・代筆、図書製作のプライベート点訳・音訳・テキスト化、
およびリクエスト点訳・音訳・テキスト化

○ 視覚障害者に対しては、視覚障害者情報提供施設として，視覚障害に関する困りごと相談や，福祉機器の
展示・紹介・指導や関係機関への橋渡しなど情報提供や相談支援的業務を実施。
○ 視覚障害以外の方には、図書館利用についての説明の際、テキストデイジー図書の案内を併せて実施。
○ 視覚障害以外の方に対して、デイジー図書再生機の長期貸出をしている。

各点字図書館における視覚障害者との支援の差異

・鳥取県ライトハウス点字図書館 ・札幌市視聴覚障がい者情報センター ・川崎市視覚障害者情報文化センター

・名古屋ライトハウス情報文化センター ・京都ライトハウス ・日本ライトハウス情報文化センター

・大阪市立早川福祉会館点字図書室 ・神戸市立点字図書館 ・高知声と点字の図書館

※ 相談や利用登録のみで、定期的な利用がない点字図書館も含む。
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１ 目的

視覚障害者等（＝視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者）が、地域
においてより身近に読書が楽しめるよう、読書バリアフリーに向けた地域における環境整備のための取組を総合的に実施することに
より、視覚障害者等の読書環境の整備を図ることを目的とする。

２ 実施主体
都道府県、指定都市及び中核市

３ 事業内容
（１） 点字図書館と公共図書館等の連携強化

点字図書館と公共図書館等が連携できるよう、協議会の場を設けるほか、点字図書館から公共図書館等に対して対面朗読サー
ビスやサピエの利用にあたっての支援に関するノウハウの提供やサービス実施の充実に向けた研修会等を実施する。

（２） 視覚障害以外の障害者に対する利用促進に対する支援

視覚障害のみならずその他の障害（上肢障害や識字障害など）のある者のサピエ等の利用促進にかかる取組（障害者団体との
協議会の設置など）や、視覚障害以外の障害に関する接遇や留意点等の研修を実施。

（３） 地域における図書等の点字・音声・テキストデータ化ができる人材養成の強化
点字図書館と公共図書館の連携に併せて、地域における点訳奉仕員・音訳奉仕員の養成の推進にも取り組む。

（４） その他読書バリアフリー体制の強化に資する取組

４ 留意事項

事業の実施に当たっては、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」等を踏まえ、地域の関係
機関等（公立図書館や学校図書館、障害者団体等）と連携を図りながら取り組むこと。

事業概要

地域における読書バリアフリー体制強化事業

※地域生活支援促進事業（国庫補助率：１／２）の一つとして実施。
※令和３年度予算額：地域生活支援事業費補助金（513億円）の内数

2 12

hiroyuki-shibasaki
テキスト ボックス

hiroyuki-shibasaki
テキスト ボックス
別添資料８



「サピエ」は、インターネットを通して、全国の視覚障害者等、ボランティア、情報提供施設・団体をつなぐ「知識」（Ｓａｐｉｅｎｔｉａ サピエンティア ＝ ラテン語）の広場。 全国の会員施
設・団体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大の書誌データベース（約７５万件）として広く活用されて
いる。２２万タイトルの点字データを保有し、９．５万タイトルの音声デイジーデータのダウンロードやストリーミングが可能であり、個人会員はこの点字・デイジーデータを全国どこ
からでも、あるいは海外にいてもダウンロードが可能で、読みたい本を自由に選べ、直接入手でき、視覚障害者等の読書の自由が広がっている。

○ 「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある者に対して点字、デイジーデータ（音声、
テキストを利用したデータ）の情報を提供するＩＴネットワークであり、日本点字図書館がシステムを管理し、
全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っている。

○ 国は事業に要する経費の一部を助成している。（令和３年度予算：０．９億円）

視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」

（ 「サピエ」視覚障害者情報総合ネットワークＨＰから）（一部数値は更新）

全国の点字図書館

全国の視覚障害者（約３１万人）

来館、電話、手紙、ＦＡＸによる貸出申し込み

視覚障害者用図書の貸出・製作

来館または郵送にて貸出

点字、デイジーデータを無
料でダウンロードすること
ができ、パソコン等で視聴
が可能。

サピエは全国の点字図
書館と書誌データ及び貸
出状況を共有しており、
サピエ経由での貸出依
頼が可能。

国会図書館
「視覚障害者用データ送信サー

ビス」

・学術文献録音図書DAISY資料

・公共図書館が製作し国会図書
館が収集した音声DAISYデータ・
点字データ

視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」と点字図書館等の関係図

サピエ
システム管理：日本点字図書館

運営：全国視覚障害者情報提供施設協会

マラケシュ条約
加盟国のAE
（Authorized 

Entity）

電子データの
国間で交換
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障害者ICTサポート総合推進事業の概要

障害者の情報通信技術（ICT）の利用機会の拡大や活用能力の向上を図り、情報へのアクセスを円滑に行
えるよう支援することにより、障害者の自立と社会参加の促進を目的とする。

目 的

都道府県、指定都市及び中核市（令和２年度実施自治体：39都道府県、５指定都市、２中核市）

実施主体

障害者の情報アクセシビリティの向上のため、以下の事業を実施する。
（１） 障害者に対するICT機器の紹介や貸出、また利用に係る相談等を行う総合的なサービス拠点
（「サポートセンター」等）を設置し運営する事業
◆例・・・聴覚障害者が参加する会議などへヒアリングループの貸出、障害者のパソコン利用に関する相談会の開催 等

（２） 障害者に対し、サピエ（※）等のインターネットを通じたサービスの利活用や、ICT機器の操作
についての支援を行うパソコンボランティアの養成・派遣を行う事業

◆例・・・パソコンボランティアが障害者の自宅へ訪問し、実際に使用する機器を使用しながらの利用支援

地域の住民を対象としたパソコンボランティアの養成研修会の開催 等

（３） 視覚障害者等の地域生活を支援するため、地域の広報誌やイベント案内などの地域情報を
音声や点字などの利用しやすい媒体に加工しサピエ（※）等の障害者がアクセスしやすいネット
ワークにアップロードする事業
◆例・・・視覚障害者情報提供施設と連携し、地域生活において必要な情報をサピエへアップロードを行う 等

（※）･･･視覚障害者総合情報ネットワーク

事業内容

令和３年度予算額：地域生活支援事業費補助金（※）（513億円）の内数 国庫補助率：１／２
（※）地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体が柔軟な形態により様々な事業を実施する。

1 14

hiroyuki-shibasaki
テキスト ボックス

hiroyuki-shibasaki
テキスト ボックス
別添資料10



 

1 
 

令和３年６月 
経済産業省 

 
「読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査」（令和２年度） 

 
 電子書籍等の製作及び販売等の促進並びに出版者からのテキストデータ提供の促進を図
るために、その障壁となる様々な課題を抽出するための調査を行うとともに課題解決に向
けた方策について取りまとめた。 
 
１．読者バリアフリー化への出版社の課題 

出版社に対して電子書籍の出版状況、テキストデータの作成・提供状況、テキストデ
ータ化及び電子書籍化の課題等を整理することを目的として、アンケート調査を実施。
加えて、電子書籍等の製作及び流通、販売に関わる出版社や印刷会社、読書バリアフリ
ーに関する有識者等に対して、電子書籍等の製作及び流通、販売の現状と課題、読書バ
リアフリー法への対応状況についてヒアリング調査を実施した。出版社の主な課題は以
下のとおり。 

 
（１）電子書籍化 
  ・電子書籍等がビジネスになりにくい。 
  ・小規模出版社が多く、社内のリソース・ノウハウ不足、ノウハウ共有に課題。 
  ・TTS 未対応の電子書籍ビューワーがある。 
  ・特に専門書や学習参考書については、上記に加え、読み上げにおいての厳密性、図

表等が多く、引用・参照が多い、レイアウトが特殊で ePub 対応がしにくい。 
 
（２）テキストデータ提供 
  ・小規模出版社が多く、社内のリソース・ノウハウ不足 
  ・電子データとして、印刷用データ（インデザインデータ）や PDF（画像データ）

のみしか持ち合わせていない。 
  ・過去の書籍の場合、PDF データがない。 
  ・テキスト化した際の読み上げにおいて厳密性が求められる。 
  ・図表が多く、引用・参照が多い。 
  ・レイアウトが特殊で ePub 対応しにくい。 
  ・セキュアな環境でテキストデータの提供を行うことが困難。 
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２．ロードマップ・アクションプラン 
  上記の調査結果を踏まえ、課題解決に向けた方策を検討するため、「読書バリアフリ

ー環境整備のための電子書籍市場等の拡大に関する検討会」を設置し、今後の方向性に
ついて議論。以下の５項目をロードマップ・アクションプランとして整理した。 
（１）～（４）については、出版業界の取組として、令和３年度から着手する。 

 
（１）総合的なデータベースの構築 
  ・アクセシブルな書籍の整備状況（フィックス型・リフロー型、TTS 対応等）をデー

タベースで総合的に整理する。 
  ・日本出版インフラセンター（JPO）が所有する出版情報登録センター（JPRO）の

データベースを拡充させ、ウェブサイトのアクセシビリティを向上する。 
 
（２）電子書籍（リフロー形式）の基準の検討 
  ・アクセシブルな電子書籍拡大に向けて、リフロー化における基準を整備する。 
  ・リフロー型電子書籍を出版するにあたっての外字等について共通的に対応すべき課

題と対応策をとりまとめ、各出版社で自由に導入できる基準として整理することで
アクセシブルな電子書籍の拡大を促進するとともに、リフロー型電子書籍の未導入
の出版社へのノウハウ拡充につなげていく。 

 
（３）サポートセンターの設置・運営 

・アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質的向上に向けて、出版業界により
アクセシブル・ブック・サポートセンター（ABSC）を設置し、読書バリアフリー
法第 11 条に定められる各団体等のアクセシブルな書籍の製作支援を行う。 

・ABSC がテキストデータ提供等の要望を各出版社の窓口担当に取り次ぐことを想
定。 

・書籍購入者等へのテキストデータの提供の在り方、障害者団体側の窓口設置等の必
要性については引き続き検討する。 

 
（４）テキストデータ抽出等に関する基準の検討 

・テキストデータの提供のために、テキスト抽出やその運用等に関する基準を整備す
る。 

・出版される書籍の最終稿のテキストデータを出版社・印刷事業者が有していないケ
ースがほとんどである。テキストデータを抽出する場合においても抽出する主体に
より外字や図表等の抽出方法が様々であり、出版社として提供可能な使用等を含め
基準を検討していく。 
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（５）検討会の継続実施 
・読書バリアフリー環境の整備に向けて、出版関係者の意見を集約し、施策を推進し

ていくための場を引き続き設置・運営する。 
・令和２年度に策定したロードマップ・アクションプランの進捗状況を確認するとと

もに、読書バリアフリー環境の一層の整備に向けて、今年度引き続き検討となった
項目について議論し、必要に応じてロードマップ・アクションプランを見直す。 

 
【参照】 
 経済産業省「令和２年度 読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関す

る調査報告書」 
 URL：https://www.meti.go.jp/policy/mono̲info̲service/contents/2021dokubarireport.html 
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通信・放送分野における情報バリアフリー促進支援

(参考)助成事例

地下鉄駅構内に設置したQRコードからの情報をスマートフォンを通
じてインターネットを活用することで、道案内や駅構内情報等を知ら
せるもの

聴覚障害者の学びを支援するため、高等学校や大学等における講
習会・授業等で、遠隔地からの文字通訳（字幕表示）により文字
情報を配信するもの。

モバイル型情報保障（e-ミミ）視覚障害者の歩行誘導

障害者や高齢者を含む、誰もがＩＣＴによる恩恵を享受できる情報バリアフリー環境の実現に向けて、技

術開発や役務提供を行う者に対する助成を実施

高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービス
の充実に向けた新たなＩＣＴ機器・サービスの研究開発を
行う者に対し、経費の２分の１を上限として助成金を交付

１．情報バリアフリーの促進に向けた技術等
研究開発の支援

国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害
者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供を行う者に
対し、経費の２分の１を上限として助成金を交付

(参考)助成事例

２．情報バリアフリーの促進に向けた通信・放送
役務提供等の支援

概略
R3予算額 130百万円
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製作人材・図書館サービス人材の育成を目的とした研修一覧

（令和２年度）

№ 省庁名 区分（館種） 実施主体 研修名 対象者 規　模 概　要 実施時期 備　考

1 文部科学省 公立図書館 （公社）日本図書館協会 障害者サービス初級講座
都道府県立・指定都市立
図書館の司書・職員

365人

「障害者サービスの基本理念」、
「障害者理解と接し方、配慮」な
ど障害者サービスに関する初級
的な講座

①R2.11.17-11.19
②R3.2.1,8,15

Web形式
委託事業

2 文部科学省
公立図書館
点字図書館

公共図書館で働く視覚障害
職員の会（なごや会）

読書バリアフリーに向けた図書館
サービス研修ーピアサポートができ
る司書等育成研修会ー

公立図書館等・点字図書
館で働く視覚障害のある職
員、公立図書館等で働くこ
とを希望する視覚障害者、
地方公共団体関係者

118人

①公立図書館等、点字図書館の
視覚障害のある職員の専門性の
向上、スキルアップ
②公立図書館等で働く障害のあ
る職員増加の促進

R3.1.25-1.26
Web形式
委託事業

3 国立国会図書館
公立図書館
大学図書館

国立国会図書館・日本図書
館協会

障害者サービス担当職員向け講座
公立図書館、大学図書館
等で障害者サービスを担
当する司書・職員

90人

「障害者サービスと読書バリアフ
リー法」、「障害者サービス資料
の探し方」、「著作権法と障害者
サービス」、「聴覚障害者への
サービス」等の障害者サービス
に関する初中級的な講座

R2.12.15-12.16 Web形式

（令和３年度予定）

№ 省庁名 区分（館種） 実施主体 研修名 対象者 規　模 概　要 実施時期 備　考

1 文部科学省 大阪教育大学
集合
145人

R3.7.23-7.30 委託事業

2 文部科学省 埼玉県教育委員会

集合
600人
・

オンライン
300人

R3.11 委託事業

3 国立国会図書館
公立図書館
大学図書館

― 障害者サービス担当職員向け講座
公立図書館、大学図書館
等で障害者サービスを担
当する司書・職員

―
図書館における障害者サービス
の基礎的な知識および技術の習
得を目的とする講座

― ―

（参　考）

公立図書館
点字図書館
学校図書館

読書バリアフリーに向けた図書館
サービス研修

司書教諭、学校司書、職
員、ボランティア

図書館における障害者サービス
の基礎的な知識および技術の習
得を目的とする講座

上記のほか、各地方自治体や点字図書館等が実施主体となり、図書の製作人材である点訳・音訳をする者の養成研修を実施している（厚労省）とともに、中堅の司書等を対象に国が実施（委託含む）している「図書館司書専門講座」、「新
任図書館長研修」、「図書館地区別研修」（６箇所）、「都道府県・指定都市学校図書館担当指導主事連絡協議会」等において、読書バリアフリー法及び基本計画の内容等を取り扱っている（文科省）。
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